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農 林 水 産 省   

○消費・安全政策課長 おはようございます。ただいまから、食料・農業・

農村政策審議会第１回消費・安全分科会を開催いたします。  

 私、農林水産省消費・安全局消費・安全政策課長の佐藤でございます。  

 今回は７月１日に新たに食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会が

設置されてから初めての会合となりますので、会長が選出されるまでの間、

私が司会進行を務めさせていただきます。  

 なお、本日の会議につきましては12時過ぎごろまでを予定しておりますの

で、よろしくお願いします。  

 それでは、まず最初にこの分科会の最初でございますので、委員の皆様方

をあいうえお順にご紹介させていただきたいと思います。  

 最初に安髙委員でございます。  

○安髙委員 福岡の安髙でございます。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 続きまして、安藤委員でございます。  

○安藤委員 安藤です。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 続きまして、伊藤潤子委員でございます。  

○伊藤委員 伊藤でございます。よろしくお願いいたします。  



○消費・安全政策課長 伊東佑文委員でございます。  

○伊東委員 伊東でございます。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 大木委員でございます。  

○大木委員 大木でございます。よろしくお願いいたします。  

○消費・安全政策課長 柏崎委員でございます。  

○柏崎委員 柏崎です。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 神田委員でございます。  

○神田委員 よろしくお願いいたします。  

○消費・安全政策課長 幸島委員でございます。  

○幸島委員 幸島でございます。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 田嶼委員でございます。  

○田嶼委員 田嶼でございます。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 中村委員でございます。  

○中村委員 中村です。  

○消費・安全政策課長 新山委員でございます。  

○新山委員 新山でございます。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 山本委員でございます。  

○山本委員 山本です。よろしくお願いします。  

○消費・安全政策課長 なお、本日はご都合によりご欠席となっております

が、佐野委員及び塩越委員にも委員をお願いしておるところでございます。

本日は亀井農林水産大臣も本分科会に出席したいという意向でございました

が、他の公務の都合でやむを得ず欠席となっております。大臣のあいさつを

渡辺大臣政務官が預かっておりますので、代読させていただきます。  

 それでは政務官、よろしくお願いいたします。  

○渡辺大臣政務官 おはようございます。新しい分科会の設立がされまし

て、これから皆様方より貴重なご意見、ご助言を賜りますことになります

が、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。  

 本日、大臣がごあいさつを申し上げる予定でございましたが、公務多忙の

ため残念ながら出席がかなわなくなってしまいました。私が大臣より皆様へ

のごあいさつの言葉をお預かりしてまいりましたので、代読をさせていただ

きたいと思います。  

 食料・農業・農村政策審議会第１回消費・安全分科会、農林水産大臣あい

さつ。  

 食料・農業・農村政策審議会第１回消費・安全分科会を開催するに当た

り、一言ごあいさつを申し上げます。委員の皆様におかれましては、日ごろ

から農林水産行政の推進にご支援、ご協力を賜り、また、ご多忙中にもかか

わらず本分科会委員へのご就任を快くお引き受けいただき、心から御礼を申

し上げます。  

 さて、政府は、国民の健康保護を最優先とした食品安全行政を確立するた

め、食品安全行政にリスク分析手法を導入することとし、食品安全基本法を

制定して基本理念を定めるとともに、７月１日に内閣府に食品安全委員会を

設置したところであります。  



 こうした中、農林水産省としても、リスク管理のための施策や組織を総合

的に見直し、食品安全関連法律を改正するとともに、本省に産業振興部門か

ら独立して食品分野における消費者行政とリスク管理を一元的に担う消費・

安全局を設置し、地方においても、現場における食品のリスク管理業務を担

う地方農政事務所を設置する等リスク管理体制の整備を行い、７月１日から

新しい組織に生まれ変わったところであります。  

 また、６月には農林水産省における食品安全行政の基本的枠組みについ

て、「食の安全・安心のための政策大綱」を取りまとめたところであり、今

後、この大綱に沿って、農場から食卓に至る各段階での食の安全・安心の確

保にしっかりと取り組んでいくこととしております。  

 こうした食品安全行政の見直しに対応して新たに設置されました食料・農

業・農村政策審議会消費・安全分科会においては、食料の消費の改善及び安

全性の確保に関する施策や、家畜伝染病予防法に基づく家畜の飼養衛生管理

基準、特定家畜伝染病防疫指針等について審議していただくこととしており

ます。  

 各委員におかれましては、国民の健康の保護を最優先とした食品の安全性

の確保に向け、各般の施策が効果的に推進されることとなりますよう、大所

高所から忌憚のないご助言、ご意見を賜りますことをお願い申し上げまし

て、私のあいさつとさせていただきます。  

 平成15年８月７日、農林水産大臣亀井善之、代読。  

 以上でございます。これからもさまざまな課題に関しまして、皆様からご

助言、ご意見を賜りますことになりますが、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。  

 ありがとうございます。  

○消費・安全政策課長 どうもありがとうございました。渡辺政務官におか

れましては、別途公務がございますのでここで退席とさせていただきます。  

 また、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。ご退席をお願

いいたします。  

○渡辺大臣政務官 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。  

○消費・安全政策課長 それでは、本日は第１回の分科会でございますの

で、まず、分科会長の選出につきましてお諮りする必要がございます。まこ

とに恐縮でございますが、お手元に数多くの資料が行き渡っているかと思い

ますが、その中に参考資料ということで、食料・農業・農村政策審議会関係

法令集というものがございます。この法令集の７ページをお開きいただきた

いと思います。  

 ７ページの２行目に第６条第３項ということで、「分科会に分科会長を置

き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。」ということでありま

して、当分科会の分科会長の選出は本分科会に所属していただいております

４人の委員の方々の互選によりまして選出いただくこととなっております。  

 本日は、本分科会所属委員全員、安髙委員、大木委員、田嶼委員、山本委

員のご出席ですが、いかが取り計らいましょうか。  

○大木委員 山本委員に会長をお願いしたらいかがかと思います。山本委員



は民法、消費者法をご専門としていらっしゃいまして、幅広いご経験とそれ

から高いご見識をお持ちでいらっしゃいますので、これまでにも消費経済審

議会委員をお務めになっておられますので、ご適任ではないかと思います

が、皆様、いかがでございましょうか。  

（拍手多数）  

○消費・安全政策課長 ありがとうございました。今、大木委員から山本委

員に分科会長をお願いしてはどうかとのご提案がございましたが、満場の拍

手をいただきましたので、山本委員に分科会長の方をお受けいただければと

いうふうに思っております。  

 それでは、山本委員、分科会長席にお移りいただきまして議事の進行方、

よろしくお願いいたします。  

 なお、事務的な話でございますが、マイクの使い方でございますが、発言

なさるときにお手元にございますマイクのところにグリーンのスイッチがご

ざいますので、これを押していただきまして、ご発言が終わりましたらこの

スイッチを消していただくということでお願いをいたします。  

 それでは、ここで分科会長からごあいさつをいただきたいと思います。な

お、これからは山本分科会長に議事をお進めいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

○山本分科会長 ただいま分科会長に選任されました山本と申します。よろ

しくお願いいたします。  

 先ほど政務官が大臣からのごあいさつ状を代読されましたけれども、食

料・食品というのは人間が生きていく上で一番大切なものだろうというふう

に思います。その安全をいかに確保していくか。食品の安全に対する消費者

の信頼、安心をどのように得ていくかということは、これからの消費者政策

において最も重要な課題の一つと言えるのではないかというふうに思ってお

ります。  

 政府部内におきましても、各省庁の役割の分担、あるいは連携を再構築し

て新たに食品安全行政をスタートするということでございますので、その中

におきまして、農林水産省の中に置かれたこの分科会がよい役割を果たすこ

とができるように審議の円滑な進行に努めてまいりたいと思いますので、委

員の皆様もひとつよろしくご協力のほどお願いいたします。  

 それでは、まず議事に入ります前に定足数の確認ということでございます

が、本日の委員及び臨時委員の出席状況につきましては、冒頭委員紹介の際

にご説明がありましたように14名中12名が出席でありまして、食料・農業・

農村政策審議会令第９条第１項及び第３項の規定によりまして、本分科会が

成立しておりますことをつけ加えておきたいと思います。  

 議事に入ります前に事務局より農林水産省及び厚生労働省からの出席者を

ご紹介願いたいと思います。  

 よろしくお願いいたします。  

○消費・安全政策課長 それでは、農林水産省側の出席者をご紹介いたした

いと思います。  

 分科会長のお隣におりますのが、中川消費・安全局長でございます。  



 私の隣におりますのが、岡島消費・安全局審議官。  

 中川局長の左隣におります齋藤消費・安全局参事官でございます。  

 その隣が柄澤表示・規格課長でございます。  

 今度は右の方にいきまして、細田農産安全管理課長でございます。  

 栗本衛生管理課長でございます。  

 福田植物防疫課長でございます。  

 姫田消費者情報官でございます。  

 以上が農水省側の出席者でございます。  

○山本分科会長 ありがとうございます。  

 続いて、厚生労働省側からもよろしくお願いいたします。  

○食品安全部企画情報課長 厚生労働省食品安全部企画情報課長の吉岡でご

ざいます。よろしくお願いします。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、続きましては、分科会長代理

につきましてお諮りしたいと思います。これにつきましては、先ほどの法令

集の中にございますけれども、食料・農業・農村政策審議会令第６条第５項

というのがございまして、分科会長が分科会長代理をあらかじめ指名させて

いただくことになっております。私といたしましては、この分野に高いご見

識をお持ちの柏崎委員に分科会長代理をお願いしたいと考えておりますが、

いかがでございましょうか。  

（拍手多数）  

○山本分科会長 ありがとうございました。承認されたものとして取り扱わ

せていただきます。  

 柏崎委員には、ぜひ分科会長代理をよろしくお願いいたします。  

 それでは、今回は最初の分科会でございますので、まず本分科会の議事の

取扱い、進め方等について確認をさせていただきたいと思います。  

 それでは、議事規則につきまして事務局より説明をお願いいたします。  

○消費・安全政策課長 それでは、お手元にお配りしております先ほどご覧

いただきました参考資料の食料・農業・農村政策審議会関係法令集の９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。  

 ９ページには食料・農業・農村政策審議会議事規則というものがございま

して、このポイントを説明させていただきます。まず、食料・農業・農村政

策審議会議事規則の第３条第２項に基づきまして、食料・農業・農村政策審

議会の会議というものは公開となっております。ただし、公正かつ中立な審

議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または、特定の個人若しくは団

体に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合には、会長は会

議を非公開とすることができることになっております。  

 また、同規則の第４条に基づきまして、同審議会の議事録は一般の閲覧に

供するものとされています。ただし、会議の運営に著しい支障があると認め

られる場合には、会長は、議事録に代えて議事要旨を一般の閲覧に供するも

のとすることができることとなっております。  

 こうした議事規則につきましては、同規則第８条に、分科会及び部会への



準用規定が置かれておりますので、会長とあるのはそれぞれ分科会長、また

は部会長と読み替えて分科会及び部会に適用されることとなっております。  

 なお、議事録につきましては、発言いただきました委員に後ほど確認の

上、一般の閲覧に供することとしたいと思っているところでございます。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 ただいまの説明につきまして何かご質問等ございますでしょうか。  

 特にございませんようですので、このような運営をいたしますので、よろ

しくお願いいたします。  

 続きまして、議事次第の８番目になりますけれども、家畜衛生部会の設置

についてお諮りしたいと思います。これにつきましても事務局から資料説明

をお願いします。  

○衛生管理課長 それでは、私の方から説明させていただきます。座ったま

まで失礼させていただきます。  

 お手元の資料２についてでございます。資料２の参考として添付させてい

ただいておりますが、このたびの家畜伝染病予防法の改正によりまして、家

畜の飼養衛生管理基準の作成等に当たっては、食料・農業・農村政策審議会

の意見を聴くこととされております。  

 次に、先ほどもごらんいただきましたが、参考資料の食料・農業・農村政

策審議会関係法令集の７ページをごらんいただきたいと思います。そのペー

ジの中ほどでございますが、分科会には食料・農業・農村政策審議会令第７

条第１項の規定に基づきまして、部会を置くことができることとされており

ます。  

 消費・安全分科会の所掌事務のうち家畜衛生に係る分野は非常に専門性が

高い分野でございますので、これを担当する部会として家畜衛生部会の設置

をご提案さていただくものでございます。  

 また、家畜衛生部会の設置とあわせまして、審議会令第７条第６項の規定

に基づきまして、家畜衛生部会の議決をもって分科会の議決とする旨の案を

ご用意させていただきました。  

 それでは、案を読み上げさせていただきます。資料２でございます。  

 食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会における家畜衛生部会の設

置について（案）  

 第１条 食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会（以下「分科会」

という。）に、家畜衛生部会を置く。  

 第２条 家畜衛生部会の所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、次に掲げ

るものとする。  

 第１号 食料の消費の改善及び安全性の確保に関する施策のうち家畜衛生

に係るものを調査審議すること。  

 第２号 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）の規定により食料・

農業・農村政策審議会の権限に属させられた事項を処理すること。  

 第３条 家畜衛生部会の議決は、分科会の議決とみなす。ただし、家畜衛

生部会の議決に関し他の分科会若しくは部会との調整を要するとき又は家畜

衛生部会の議決が食料の消費の改善及び安全性の確保に関する施策に係る重



要なもので分科会において審議すべきものであるときは、この限りでない。  

 第２項 分科会長は家畜衛生部会の議決が前項ただし書の場合に該当する

と認めるときは、その旨を家畜衛生部会長に通知するものとする。  

 第３項 分科会長は、前項の通知をしようとするときは、家畜衛生部会長

の意見を聴かなければならない。  

 以上でございます。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、ただいまの提案につきましてご意見のある方はご発言をお願い

いたします。  

 ご質問でも結構ですが。どうぞ。  

○神田委員 第３条で、家畜衛生部会の議決は分科会の議決とみなすと。た

だし、重要なものというのがあります。そういう場合、その重要なものかど

うかというふうに判断するのは分科会長が判断するという趣旨ですよね。分

科会長が判断をするのというふうに受け止めてよろしいのですか。重要なの

か、どうなのかという判断は。  

○山本分科会長 その点は、もしそういう場合どういう手続になるのか、ご

説明いただけますか。  

○衛生管理課長 先ほどご説明をさせていただきましたが、分科会長が決定

をするということになります。  

○消費・安全局長 これは、食料・農業・農村政策審議会の他の各分科会、

それから分科会のもとに設置される部会の関係が、こういう形で規定をされ

ており、それにならったものでございます。それで、現実問題としまして

は、規則といいますかこのルールはこうでありますけれども、現実問題は、

分科会長とそれから部会長に選任された方がよくそこはご相談になって現実

には運営されるものというふうに思っております。  

○山本分科会長 神田委員、よろしゅうございますでしょうか。  

○神田委員 わかりました。  

○山本分科会長 ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。  

 それでは、食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会における家畜衛

生部会の設置につきましては、この案にご賛同ということでよろしゅうござ

いますでしょうか。  

（拍手多数）  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、資料２の案のとおり家畜衛生部会を設置し、同部会に家畜衛生

に関する権限を委任することといたします。  

 なお、家畜衛生部会に所属していただく委員につきましては、分科会長が

指名することとされておりまして、これにつきまして、私といたしまして

は、大木委員と田嶼委員にお願いしたいと思いますが、各委員、お引き受け

いただけますでしょうか。  

 それでは、よろしくお願いいたします。  

 また、同部会に属する臨時委員及び専門委員の指名につきましては、追加

任命が予定されているとのことですので、それを待ってということでその個



別のメンバーの選定等につきましてはご一任いただければありがたいと思い

ますが、そういう扱いでよろしゅうございますでしょうか。  

 どうもありがとうございます。  

 続きまして、議事次第の９にまいりたいと思います。本分科会で取り扱わ

れる分野の現状や課題等につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思

います。予定されている議事も多数ございますので、簡潔にお願いいたしま

す。  

○消費・安全政策課長 それでは、本分科会で取り扱われる分野の現状や課

題等につきまして、お手元の資料に沿いまして手短に説明させていただきま

す。  

 まず、本日は参考資料といたしまして、資料３というものが配られており

まして、７月１日からの農林水産省の組織の改革に関するパンフレットと、

その後ろにクリップでございますが、食品安全基本法の概要をお配りしてお

ります。  

 それと、資料４－１ということで「食の安全・安心のための政策大綱」、

それと、続きまして、資料の４－２ということで４枚紙で「食の安全・安心

施策の推進のための工程表」をお配りしております。資料５で「食品安全委

員会への食品健康影響評価の依頼について」という資料。資料６の「農畜水

産物の安全確保のための法律改正の概要等について」。そして、資料７で

「家畜衛生をめぐる情勢」をお配りしております。  

 私の方から資料３、資料４、そして資料５を説明させていただきまして、

資料６及び資料７につきましては、参考までにご参照いただければというふ

うに思っております。  

 それでは、まず最初に資料３をご覧いただきたいと思います。資料３で

「新たな農林水産行政の確立に向けて」というパンフレットがございます

が、このパンフレットをご覧いただく前にこのクリップ留めで１枚紙で「食

品安全基本法の概要」という１枚紙がございますので、これをお開きいただ

きたいと思います。  

 この食品安全基本法につきましては、先ほど渡辺政務官からもお話がござ

いましたが、このたびの通常国会におきましてできあがった法律でございま

して、食品をめぐる一連の事件にかんがみ国民の食に対する信頼を回復する

ということから、第１条にございますように、食品の安全性の確保に関する

施策を総合的に推進することを目的とし、基本理念といたしましてはその下

にございますように、まずは国民の健康の保護が最も重要だという基本認識

に立つということと、それと②番にございますように、食品の供給行程の各

段階ということで、食品の生産から販売、流通といった各段階において食品

の安全性の確保のために必要な措置を適切に講じること。そして、③番で国

際的動向等に配慮しつつ、その科学的知見に基づいて、食品の安全性の確保

のために必要な措置が講じられれる。  

 こういった基本理念のもとにこの法律ができあがっておりまして、具体的

にはその下の方にございますが、施策の策定に係る基本的な方針ということ

で、下側の方に書いてございますが、その一番左側にございますが①といた



しまして、食品健康影響評価の実施ということで、これをリスク評価と呼ん

でおりまして、食品のリスクを評価いたしまして、この評価に基づきまし

て、②番でございますが、国民の食生活の状況等考慮するとともに、食品健

康影響評価結果に基づいたリスクを回避するための抑制するための施策をそ

の実施していくということと、③番でございますが、こういったリスクに関

する情報の提供、意見を述べる機会の付与、その他の関係者相互間の情報及

び意見の交換の促進、いわゆるリスクコミュニケーションと呼ばれておりま

すが、こういった３つの方針のもとに進めていくといったようなことが、こ

の基本法にうたわれております。  

 この安全基本法の一番の目玉となりますものが、一番右側にございます

が、食品安全委員会の設置でございます。この所掌事務につきましては後で

説明いたしますが、厚生労働大臣、農林水産大臣の諮問に応じまして、ある

いは自ら委員会が食品の健康の影響評価を実施してリスク評価をするという

ことになっておりまして、この評価に基づきまして私ども農林水産省、ある

いは厚生労働省がいろんなリスク対策を実施していくという方向性となって

おります。７月１日から７人の委員の方から構成されまして動き出している

ところでございます。  

 以上、こうしたような新しい国の食品安全に関する大きな枠組みができあ

がったことに伴いまして、資料３のパンフレットを開いていただきたいので

すが、農林水産省におきましても７月１日にこの表紙にございますが、新た

な農林水産行政の確立に向けてということで、消費者を重視した食品安全行

政の展開というようなことで組織改正が行われたところでございます。具体

的なものは、このパンフレットを開いていただきますと、今回の組織改革の

ポイント、そして新旧組織の比較図というようなことでここに大きな字で書

かれているわけでございますが、新旧組織の比較図の方をごらんいただきた

いと思います。これまでの農林水産省というのが左側にございまして、大臣

官房、総合食料局、食糧庁、生産局といったような陣立てになっておったわ

けですが、今回、こういった食品安全委員会ができたというようなことも踏

まえまして、右側にございますが、これからの農林水産省ということで、従

来この左側の方に紫色にございました食糧庁、これを廃止いたしまして、右

側にございますが消費・安全局ということでオレンジ色にございますが消

費・安全局というものを設立いたしまして、ここで農林水産省としてのリス

ク管理を行っていくということになったところでございます。  

 それとあわせまして、その下の方でございますが、地方農政局という組織

がございます。これは、各７つのブロックにあるわけでございますが、この

中におきましてもオレンジ色でございますが、消費・安全部ということでこ

の消費・安全局の地方支分局の出先ということで消費・安全部ができたとこ

ろでございます。  

 さらに、その下の各都道府県の県庁所在地に従来食糧事務所といったもの

があったわけでございますが、これを再編いたしまして右側の黄色になって

おりますが、地方農政事務所に改め、消費・安全部と食料部からなります地

方農政事務所を置くことといたしました。  



 こうしたことによりまして、本省、出先につきまして、こうした消費・安

全のための組織を新しく構築していくということで７月１日から発足したと

ころでございます。  

 続きまして、こうした組織が新しくできたわけでございますが、この組織

の依るべき指針といたしまして、お手元にございますが資料の４－１を開い

ていただきたいと思います。資料の４－１に『食の安全・安心のための政策

大綱』ということで、今後、この局の取り組んでいくべき方向といったもの

を示すものとして、本年６月20日に制定したものです。結構分厚うございま

すので、逐一のご説明は省略したいと思いますが、ポイントは12ページを開

いていただきたいと思います。12ページに『食の安全・安心のための政策大

綱の概要』が書かれております。この、まず最初にこの大綱のねらいでござ

いますが、先ほど申し上げましたように、農林水産省が国民の健康の保護を

最優先とした政府全体の新しい食品安全行政に的確に対応するための指針と

いうような位置づけにしておりまして、その中で消費者の視点に立った安

全・安心な食料の安定供給、あるいは、政策づくりへの国民の参画の重要性

について、職員をはじめとする意識改革を徹底していくということで、この

大綱がつくられたところでございます。  

 基本的な考え方といたしましては、この２つ目の四角の中のさらに二重に

囲ってあるところでございまして、関係者の意見を反映した施策づくり、そ

して、生産から消費までを考えた総合的な施策づくりと確実な実施、そし

て、生産者・事業者による安全・安心な食品供給の促進と的確な危機管理と

いうような基本的な考え方のもとに構築しておりまして、その具体的な展開

方向といたしましては、下の四角にございますが、まずは新たな食品安全行

政に対応するための体制の見直し強化ということで、私、先ほど申し上げま

したような局、あるいは地方支分局の再編、あるいは今後、厚生労働省等の

関係行政機関とのと密接な連携強化、あるいはここにございますようにリス

ク管理体制の強化なり消費者の皆さん方との意見の反映等を行う、そういう

リスクコミュニケーションの推進、こういったようなことが施策の展開方向

の一つとして挙げられているところでございます。  

 また、２つ目といたしましては、後でもご説明いたしますが、今回食品の

安全に関する法律で、農薬でありますとか肥料の法律、そういったものを一

連のものを改正しておりまして、今まではこの食品の最終段階でのチェック

といったものに重点を当てたわけでございますが、産地段階、生産段階から

リスク管理を行うということで、産地段階から消費段階にわたるリスク管理

の確実な実施といったようなことがこの２つ目の施策の展開方向としてうた

われており、産地、あるいは事業者の自主的なリスク管理の取組の支援であ

りますとか、農薬、あるいは肥料、こういった農業資材に関する制度の見直

しと適正使用の推進といったようなことがここに書かれているところでござ

います。  

 それともう１つが、消費者の安心・信頼の確保ということで、一番最初の

丸にございますように、厚生労働省と一体となった表示制度の運営なり監視

機能の強化、あるいは２つ目の丸にございますように関係者の理解の促進を



通じましたトレーサビリティシステムの導入ということで、いわゆる農産物

の生産履歴がわかる、そういったシステムの導入・普及を推進するというこ

と。それと３つ目の丸にございますように「食を考える月間」の設定、ある

いは地域や家庭、学校での食育の積極的な推進と、こういったようなこと。

よく現在、新聞で出ておりますが、地元でつくられたものを地元で食べてい

くという、いわゆる地産地消、あるいは直売所や何かでも出てきております

が消費者と産地の顔の見える関係づくりの推進、こういったようなことが消

費者の安心・信頼の確保につながるということで、こういったような施策を

展開していくといったようなことが３つ目にうたわれていることでございま

す。  

 あとは、食品の安全・安心を確保するための環境保全の取組ということ

で、１つ目の丸にございますが、環境省と連携した農地や漁場などの土壌・

水質等に関するモニタリング。あるいはリサイクルの推進、有害物質の発

生、排出低減の国民の理解促進、こういったような取組を行うとともに、一

番下にございますが研究の充実ということでリスクの低減技術の開発、こう

いったような研究を強化していくといったようなことがこの大綱でうたわれ

ているところでございます。  

 この大綱につきましては、詳細については詳しく申し上げませんが、こう

した大綱に沿いまして具体的にいつから始めていつごろまでやるんだといっ

たようなことを、私ども明らかにしていく必要があるということで、恐縮で

ございますが資料の４－２ということで４ページにわたります横長の資料が

ございます。「食の安全・安心施策の推進のための工程表」ということで、

ここに何月までにこういうことをやって、何月までに結論を出すといったよ

うなことで、先ほど私申し上げましたこの『食の安全・安心のための施策大

綱』の項目に沿いましてこの７月１日から立ち上がりました局の今後の工程

表ということで、当面この１年の工程表をあらわしたものがこの資料でござ

います。  

 まず最初に１ページでございますが、先ほどありましたように食品安全委

員会なり、本分科会でございますが、体制の見直し関連ということでここに

出ております。食品の安全委員会につきましては７月に発足し、私どもと食

品安全委員会、あるいは厚生労働省等と定期的に事務的な連絡会議等を設置

いたしまして、８月からの欄でございますが食品安全委員会に、後で申し上

げますが、先ほど申し上げました食品の安全法の中でこういった農薬なりあ

るいは動物医薬品について承認するに当たっては安全委員会の意見を聴くと

いうことになっておりまして、こういった法律に定められた事項、あるいは

農林水産大臣が必要に応じて聴くこともできる仕組みになっております。こ

ういったものにつきまして順次この安全委員会の方に意見を聴くというよう

なことになっております。後で申し上げますが、本日２時から開催されます

食品安全委員会に幾つかの法定事項について案件をかけるという段取りにな

っているところでございます。  

 11月以降は、これは食料安全委員会の方との関係でございますが、基本法

に基づきます様々な緊急事態等への対応のための基本的事項、こういったも



のを決定していくようなスケジュールとなっているところでございます。  

 それと下の欄でございますが、食料・農業・農村政策審議会でございます

が、先ほどご了承いただきました消費・安全分科会等を運営していくという

ことで、８月に第１回本分科会を開催いたしまして、この分科会の中に先ほ

どありました部会を設けまして２ポツ目にございますように家畜の飼養衛生

管理基準というようなことで、家畜を衛生的に飼っていくための基準。ある

いは、この特定家畜伝染病防疫指針ということで、家畜のかなり影響の大き

いような口蹄疫とかいわれるようなそういったような病気が発生した場合の

防疫指針等をつくるということで審議を開始していただき、これにつきまし

ては12月を目途に管理基準をつくりまして公表していくということで、ま

た、当分科会にもご報告いただくというような運びで考えているところでご

ざいます。  

 以上が体制の見直し関連でございますが、続きまして下の方にございます

が、農畜産物・食品の安全性確保の強化のための取組でございます。先ほど

申し上げましたように、まずはその生産資材の適正な現場での使用の推進と

その取締等の徹底ということでございまして、３つの欄にございますように

農薬、肥料、えさ等に関しまして今回法律改正され、生産者はこれを決めら

れた基準に従って使用することが義務づけられました。この基準を守らせる

ために３年以下の懲役でありますとか100万円以下の罰金といった刑事罰ま

でが付加されるような状況になっておりまして、こういったものを適正に指

導していくということで独立行政法人というものがございまして、農薬検査

所、あるいは独立行政法人の肥飼料検査所、こういったところが立入検査等

をいたしまして、順次こういったものの取り締まりを図っていくというのが

１つでございます。  

 それと、その下の方にございますが、先ほど申し上げました食糧事務所と

いうものが地方農政事務所に変わりましたがこの職員を活用しまして、農薬

等の適正使用のための指導、あるいは立入検査というものを行っていくわけ

でございます。こうした地方農政事務所用のマニュアルの作成をいたしまし

て11月ごろからはこのマニュアルに沿いまして適正使用の指導を行っていく

というふうな運びといたしているところでございます。  

 それと、生産資材の適正な使用の推進と取締等の徹底の２つ目の欄でござ

いますが、ここに専門的に書いてございますが、特定防除資材、特定普通肥

料、抗菌性飼料添加物というようなことで専門的なものが書いてございます

が、この指定の見直しでございます。この特定防除資材というのは、例のお

酢のようにこれが植物の病害虫の防除や何かに非常に貢献するわけでござい

ますが、必ずしもこれは人間の健康に害をもたらすものではございません

が、こういった一定の安全性の明らかなようなものについて、これは特定防

除資材と呼んでおりますが、こうしたもの、あるいは特定普通肥料というこ

とで、これはいわゆる汚泥からできます肥料、こういったものや、抗菌性飼

料添加物ということで家畜の成長を促進させるために抗生物質がえさの中に

添加されるわけでございますが、消化を促進するというような観点での添加

物でございますが、こういったものの指定なり見直しにつきましては、いず



れにしましても人の健康にはたして影響しないのかどうかといったようなこ

とが問題になります。逐次これにつきましてはこの※印がついております

が、食品安全委員会に諮問することになっております。このため、現在、こ

の関係の申請が業者の中から上がってきておりまして、この指定や何かのた

めのデータ収集等を行っておりまして、このデータ収集が整い次第、11月以

降安全委員に諮問いたしまして指定等を順次行っていくというようなことを

考えているところでございます。  

 同じように、その下の欄にございますが、養殖の水産動物のえさの規格等

をつくるときもそうでありますし、下の動物医薬品の使用基準ということ

で、牛や豚に使います医薬品につきましては、これが残留しまして人間の健

康に影響をもたらすというようなことで、この右側の方の欄にございますよ

うに食品衛生法に基づき、今度はこの動物の医薬品につきましても残留基準

等が作成されることになりまして、この作業の厚生労働省への協力といった

ことを７月以降開始したところでございます。この厚生労働省の残留基準が

できますと、今度は私どもの方で動物医薬品の生産者に対する使用基準とい

ったものをつくる必要が出てきます。８月以降はこの使用基準作成のための

データ収集を行い、11月過ぎ以降には使用基準といったものを策定・公表し

ていくというようなペースで、今、準備をしているところでございます。  

 そして、この食品安全委員会との関係につきましては、別添の資料５を少

しご覧いただきたいと思います。先ほど申し上げました法定事項につきまし

ては、食品安全委員会に諮問することが義務づけられておりまして、本日開

かれます食品安全委員会に、８月５日付のプレスリリースの紙の１番にござ

いますが、動物医薬品の承認につきまして２つの品目、そしてまた（２）番

にございますが、飼料添加物の基準・規格の改正につきまして１つのもの

を、これを食品安全委員会に意見を聴くこととしたところでございます。具

体的なものは次のページをごらんいただきたいのですが、別紙１ということ

で、動物用医薬品（２品目）の承認ということで、エトキサゾールという牛

に寄生いたしますダニの孵化等を阻害したり、幼いダニの脱皮を阻害しまし

てこのダニの駆除を行う薬でございますが、これについての人間への健康へ

の影響、こういったものが問題ないというようなデータ、こういったものが

そろってきたものですから５日付で安全委員会に諮問することとしたところ

でございます。  

 それと、２番でございますがリボフラビンということで、ビタミンＢ２で

ございますが、これにつきましては牛や豚に与える飼料添加物でございます

が、これにつきましてビタミンＢ２の生成菌等の新しいものができましたも

のですから、これについても人間への影響がないというようなことが立証で

きるようなデータがそろいましたので、５日付で安全委員会の方にお諮りす

るというような運びとなったところでございまして、本日２時から開催され

ます食品安全委員会にこれについての必要なデータ等揃えまして、今日ご説

明するようになった次第でございます。  

 恐縮でございますが、また資料の４－２にお戻りいただきたいと思いま

す。こうした生産資材以外に今度は下の方にございますが、産地におけるリ



スク管理の推進といったものがございます。具体的には２つ目の欄にござい

ますが、カドミウムでありますとか鉛、水銀、かび毒、こういったようない

ろんな有害物質があるわけでございますが、こういったものを把握するため

のモニタリング調査をするということでございまして、具体的には消費技術

センターにおいてサンプリングを実施していくということでございます。  

 それと、産地におけるカドミウムのリスク管理の推進ということで、カド

ミウムを吸収抑制するための対策、あるいは植物がカドミウムをどのくらい

吸収するかといったような浄化試験、こういったものを実施することとして

いるところでございます。  

 続きまして、２ページ目でございますが、食品の製造・加工、流通におけ

る取組の促進ということで、消費者モニターの活用によりまして意識調査等

を図っていくということ。そして、食品事業者の安全に対する取組や何かを

情報収集しまして、これをホームページ等で公表していくことと、今、一番

話題となっております法令順守ということで企業のコンプライアンスの確立

でございます。こういったものを積極的に我々としても把握し、１月以降は

内部通報への対応マニュアルを作成していくというようなことを考えている

ところでございます。それと、２つ目の欄にございますが輸入食品の安全性

の確保ということで、在外公館、こういったところを通じまして国際情報の

収集を行うということ、それと輸入野菜等につきましては第１四半期ごとモ

ニタリングを行い、こういったものを公表いたしまして違反事例がございま

したら厚生労働省に情報提供することとなっております。  

 それと、消費者が不安を感じる有害物質の管理強化ということでリスク管

理の推進方針を策定するというようなことが課題となってきておりますが、

これにつきましては、現在カドミウムでありますとかダイオキシンにつきま

しては農林水産省内に横断的な検討チームがございますが、こういったいろ

んな有害物質にかんがみ、消費者団体との意見交換を通じまして、こうした

チームをもう１回再編成、あるいは拡充するといったようなことを現在検討

しているところでございます。  

 また、国際機関の活動への参画ということで、コーデックスというものが

ございます。これはＷＨＯあるいはＦＡＯの機関としてつくられたものでご

ざいますが、これが右側の方にございますように11月以降、様々な部会が開

催されます。これに伴いまして消費者あるいは産業界の皆さん、あるいは学

識経験者を集めまして連絡協議会を開催いたしまして、いろいろと意見交換

を行っていきたいというふうに考えているところでございます。  

 あと、人畜共通感染症、家畜関係のものが書かれておりますが、先ほど申

し上げましたような家畜衛生部会等で審議をしていただきまして11月目途に

基準を公表していくということでございます。  

 それと、ＢＳＥでいろいろ話題になりましたが、死亡牛につきまして全頭

検査をするということになっているわけですが、現在36県でやっております

が、16年４月からは完全に実施するというようなことで、今、体制の整備を

急いでいるところでございます。  

 ３ページでございます。一番最初の欄にございますがＢＳＥの感染経路の



究明ということで中段にございますが検討チームが今ございますが、その中

で原因究明のための報告書の取りまとめを行っていきたいというふうに考え

ているところでございます。  

 あとは、人畜共通感染症の欄でございますが、家伝法に基づく届出だと

か、検査によって発生状況を監視するとともに厚生労働省が対応いたしまし

て連携いたしましてウエストナイルウイルスといったような人畜共通感染症

のサーベランスを実施していくというようなことを考えているところでござ

います。  

 あと、表示やトレーサビリティでございますが、表示につきましては食品

ウオッチャーと表示ウオッチャーというようなことで2,500人のウオッチャ

ーがございますので、こうした方々による監視を行いますとともに、行政と

いたしましても２つ目の欄にございますように７月22日からはウナギの加工

品につきまして特別の調査を開始しております。こうしたような地方農政事

務所を活用しました表示の特別調査、こういったものを順次行うことにいた

しまして表示の監視の徹底を図るということと、表示ルールの改善というこ

とで、今まで厚生労働省とそれぞれ別々であったものを、今回、厚生労働省

と共同の会議を開催いたしまして食品表示に関する基準の全般的な調査審議

を行っているところでございます。  

 また、生産情報公表ＪＡＳということで、いわゆるトレーサビリティ、生

産履歴情報ＪＡＳをこれもつくるということで、11月以降ＪＡＳ規格の施行

に向けまして現在その作業を開始したところでございます。  

 それと、トレーサビリティシステムの開発ということで、食品全般につき

ましてトレーサビリティに関する消費者の要望あるいは事業者の要望がござ

いまして、積極的に推進するということで地方フォーラムといったものを開

催していくこととなっております。  

 それと、牛肉につきましては一番右側にございますが、生産段階で耳標を

つけることが義務づけられておりまして、これによりまして12月１日からト

レーサビリティ法が施行されるというような段取りになっているところでご

ざいます。  

 あとは、リスクコミュニケーションの推進ということで何回行っているわ

けでございますが、ポイントは真ん中にございます一番下にございますよう

に、これからは残留農薬でございますとか個別テーマごとに関係者の皆さん

方とのリスクコミュニケーションを開始していくというような運びになって

いるところでございます。  

 続きまして、食育でございます。食育につきましては、一番下にございま

すが、種々取組を図っているところでございますが、いわゆる食育推進ボラ

ンティアさんにお願いいたしまして地域や学校での食に関する啓発活動を推

進していきたいなというふうに考えているところでございます。産地と消費

者の信頼を深めるための取組の推進ということで、いろんな現場の方々に集

まっていただきまして産地と消費者の信頼を深めるための方策等について３

月に取りまとめてまいりたいと考えているところでございます。  

 植物防疫についてはここに書いてあるとおりでございます。  



 最後に、危機管理でございますが、８月以降危機管理チームを、これを省

内に発足させまして危機管理マニュアルの暫定版を策定していくというよう

な運びとなっているところでございます。  

 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 次に、関連する分野といたしまして、厚生労働省側から資料８に基づきま

してご説明をお願いいたします。先ほどと同じですが、委員の発言の時間を

十分確保したいと思いますので、簡潔にお願いいたします。  

○食品安全部企画情報課長 それでは、厚生労働省関係の食品安全行政につ

いて、お手元のカラー刷りの資料の８に基づきましてポイントのみご説明申

し上げたいと思います。  

 今回、先ほどもご説明ありました食品安全委員会の設置とあわせまして、

従来、厚生労働省が行ってきておりました食の安全行政の根拠法という意味

で、食品衛生法という法律がございましたが、今般、一連の食の安全への不

安の高まり等に応じまして昭和22年の制定以来の抜本改正を行いました。  

 資料の８のカラー刷りの表紙をあけていただきまして１ページをごらんい

ただきたいと思います。そこに今回の食品衛生法と一部健康増進法の改正

が、５月の末に公布されまして、これから３年にわたりまして順次、施行し

ていくことにしております。  

 目的にところに書いてございますようにＢＳＥ問題、あるいは偽装表示問

題、これらを契機とします食の安全に対する国民の不安や不信の高まりに対

応いたしまして、食品の安全の確保のための施策の充実を通じまして、国民

の健康の保護を図るということを明確にしたところでございます。  

 さらに、今回の食品衛生法の改正は、ほぼ法律の全般にわたるものでござ

いますが、その際３つの視点を念頭に入れました。その３つを整理しており

ますけれども、１つ目は、今申し上げました国民の健康の保護のための予防

的観点に立ったより積極的な対応。２点目は、事業者によります自主検査と

自主管理の促進、３つ目には、農林水産省との連携、いわゆる縦割り行政の

批判もいろいろあったわけですけれども、農畜水産物の生産段階の規制との

連携、これらを強化するということでございます。  

 見直しの全体像といたしましては、その下に書いてございますのが、いわ

ゆる法律の総論部分でございます。目的規定の見直し、あるいは国、自治

体、さらには食品等事業者の責務の明確化、それから、大変重要な概念でご

ざいますが、国民等からの意見聴取、いわゆるリスクコミュニケーション。

こういうものの規定を整備をした上で、さらに下に４つございますが、食品

衛生法の体系といたしましては、まず国が食品についていろいろな基準をつ

くります。残留農薬の基準とか添加物の基準をつくります。その基準づくり

のあり方の見直しということで、先ほども触れられましたが、例えば農薬に

つきましては、今後３年以内に基準づくりを進めまして３年後には残留基準

のない農薬については事実上使用が難しくなる。そういうポジティブリスト

制の導入を３年後の完成を目指して今進めております。  

 それから、２つ目のマル、これは消費者団体からつとにご要望も多かった



わけですけれども、既存添加物、いわゆる既存天然添加物につきまして、添

加物指定制度の例外というふうになっておりましたが、今回の法律改正で改

めまして、万が一健康影響があるものが発見された場合には将来に向かって

これを使用禁止するという措置を法律上とりました。  

 それから、次のマルですけれども、特殊な方法により摂取する食品等、い

わゆる健康食品によります被害が、昨年中国産ダイエット食品等から発生い

たしました。少しでも早い段階で予防措置、健康被害の防止ができますよ

う、こういうものにつきましては審議会の意見を聴いていくことにより早い

段階で流通禁止等ができる、こういう措置を今回導入いたしました。  

 ２つ目は、こうした規格基準に基づきます監視検査体制の強化ということ

で、法律事項につきましてはそこに書いておりますように、１つ目のマルは

監視検査体制の整備ということでございます。昨年、中国の冷凍ホウレンソ

ウ等の問題が非常にクローズアップされましたが、いわゆる命令検査、これ

は全ての輸入ロットにつきまして輸入検査を命ずることができますが、従来

その都度政令の改正により対象範囲を指定しておりましたが、臨機の措置に

対応するためにこの政令指定要件の廃止をいたしました。  

 また、次のポツに書いていますように、輸入食品の安全チェック、これは

各検疫所で国が直轄でやっておりますが、年間の輸入食品の監視指導計画

を、国が毎年まとめましてそれに従って実施をする。その計画の策定に当た

りましては、事前に広く国民の意見を聴くという措置も導入しております。  

 同様に、次のポツですが、都道府県と自治体におきましても、それぞれの

地域の食品衛生監視指導計画をつくっていただく。同様に、策定する前に地

域住民の意見を聴き、計画が策定されればそれに従って結果を公表しながら

進めていただくということでございます。  

 その他、指定検査機関等の活用等によりまして、全体的に輸入食品等の検

査体制の強化を図ることといたしまして関係の法律の改正をしております。  

 次の大きなマルは、営業者自身によります食品の安全性確保への取組とい

うことで、たとえばＨＡＣＣＰ承認制度につきまして、従来厚生労働大臣が

一旦指定しますと永続的にＨＡＣＣＰの表示等ができるということでござい

ますが、承認企業によります事故等発生したことにかんがみまして、これに

新たに更新制を導入する。当面３年ごとに期間をくくりまして、その都度更

新をしていただくという措置をとりました。  

 また、食品衛生管理者、これは食品の事故を起こしやすい業種につきまし

ては営業者により管理者の任命をしていただきますけれども、こういった管

理者の責務としまして営業者、すなわち社長さんに対しましてもきちんと法

令の遵守、あるいは食の安全の管理上の意見を言っていただく。また、それ

を聞いた営業者はこれをよく聞かなければいけないという規定を整備いたし

ました。  

 次の箱に移ります。実際に食中毒を完全に防ぐことはなかなか困難なわけ

でございます。万が一発生した場合にも、国等も含めまして十分な迅速な対

応をするということで、特に大規模・広域の食中毒が発生した場合に、厚生

労働大臣によります各都道府県知事等に対します調査権限、調査の指示権限



を法律上担保いたしました。あるいは、各都道府県の保健所長によります調

査報告について、従来、医療機関からの報告を待ってという規定がございま

したが、それも待たずに事前に保健所長の権限で調査をしていただく。こう

いうことの規定も整備いたしました。さらに、将来の再発等の防止のために

事業者等への罰則の強化、30年ぶりに罰金等の見直しをいたしましたし、昨

年、農水省のＪＡＳ法の改正に伴いまして、特に企業によります表示義務違

反につきましては最高１億円の罰金という規定が新設されましたが、それに

準じまして食品衛生法上も今回法律の罰則の強化を図っております。  

 ２ページ以降は、先ほど農水省からの説明と重複する部分がございますの

で、割愛させていただきますが、３ページに食品衛生行政の展開ということ

で、７月１日以降、食品安全委員会の設置に伴いまして、厚生労働省はリス

ク管理機関と位置づけられスタートしたわけでございますが、基本的には従

来と行政の体系は変わりません。その下に書いてございますように、主たる

部分は都道府県、保健所設置市、こういう自治体におきます保健所等中心と

した行政で担保されております。また、地方厚生局という直轄機関でも県と

国の間を連携することで活動いたします。  

 それから、先ほど言いましたように、輸入食品の監視指導につきまして

は、引き続き国の直轄業務により県、市を通じて水際の安全対策を実施して

いきます。その左の方に薄い茶色の矢印で２本の矢印がございますけれど

も、これは１つは厚生労働省から消費者に対しまして、いわゆるリスクコミ

ュニケーションを行う。それから、各自治体の立場も同じくリスク管理機関

ということで位置づけられておりまして、先ほど申し上げましたような食品

衛生監視指導計画等につきまして住民から意見を聴取する。今回、法律自身

に国及び自治体に対し、、食品衛生法上の義務として、今回リスクコミュニ

ケーションを位置づけたところでございます。  

 ちょっと駆け足でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。  

○山本分科会長 どうも大変詳細な資料を簡潔にわかりやすくご説明いただ

きましてありがとうございました。  

 それでは、議事次第の10番目の審議事項といたしまして、本日は第１回目

の分科会でございますので、広く食品安全行政全般につきましてフリートー

キングという形でご意見を賜りたいと思います。  

 また、先ほどの事務局からの説明に対するご質問でも結構でございます。

時間は12時をめどというお話もございましたが延びても構わないということ

でございますので、どうぞご自由にご発言をお願いしたいと思います。ご発

言をご希望の方は挙手をお願いします。  

○安髙委員 私、先週の審議会の施策部会に出ました折に、委員さんの発言

から、昨年ＢＳＥで大変牛肉が売れなくなったけれども売れるようになっ

た。その背景はトレーサビリティではなく全頭検査だと。全頭検査によって

信頼が回復されたのだと。トレーサビリティ自体は安全性を保障するもので

はないという意見が出ました。全くその通りだと思いましたけれども、その

とき何も申し上げませんでしたけれども、農業現場からすると、トレーサビ

リティというのは非常に機能しております。  



 なぜかと申しますと、今、農家は、農薬の使用量、使用日を全部記録しな

ければならない。農家は、それによって、結局基準に合ったように書くため

には基準に合ったように使用しなければならない。本末転倒ではございます

けれども。が、逆にそういう意識が薄かったということころが現実問題とし

てあったろうと思います。しかし、全頭検査は単なる結果さえよければいい

と、農家側から見るとそういう形になります。  

 しかし、トレーサビリティは一つ一つの入り口から農家自身がチェックを

かけていくというわけですから、現場に対してはトレーサビリティは非常に

有効に機能するものだと思います。そういう意味からして、トレーサビリテ

ィをもっとそういう意味から機能させるために、より合理的なものにしてほ

しい。  

 今、非常に改革が進んでいます。例えば１年前まではコマツナにかけてい

い農薬を残ったからといってミズナにかけてはだめなのです。野沢菜にかけ

てはだめですよという基準でした。例えば今はアブラナ科非結球野菜という

くくりの中でなってきております。それは、普通一般的に考えてその通りだ

と思うのです。だから、農家が理屈に合わないような規制がされたり、規制

がされると、ルールそのものに対する農家の信頼感がなくなっていく。だか

ら、きちっと農家が守れるような、合理的な農薬の基準にどんどん変えてい

ってもらいたい。  

 天敵の問題なんかも、かなりまだ問題が残っているかもいれません。そう

いう意味でまだ随分改善はされておりますが、まだ改善されなければならな

いところはあると思いますので、農家が納得できる、信頼のできる規制にど

んどん変えていっていただきたい。これはお願いでございます。  

 そして、続けてもう１つ質問をさせていただきたいのですが、米について

は減反しております。要するに生産からすると生産し過ぎてはいけないです

よと。つくりすぎないように。生産力に対してはマイナスに働くような減反

ですね。生産調整をやっております。ところが農薬というものが本来生産力

を上げる、生産をプラスに働かせるものであるとするならば、事、米に関し

ては需給調整をしておりますから、そこに対して農薬を許可する、使ってい

いですよという考え方ですね。政策としてはマイナスに引っ張っていってい

るものに対して農薬が人体に対して基本的にマイナスなものであるとするな

らば、そのマイナスのものを使っていいですよというふうにしていくという

考え方は、どのように農水省はお考えでしょうかということでございます。  

 以上です。  

○山本分科会長 ２番目の点は質問ということですが、農水省の方からどな

たかお答えになりますか。  

○農産安全管理課長 お米の生産にマイナスの農薬をなぜかけるのか、減反

の中でと、こういうお話だと思うのですが。  

 まず農薬は、今、先ほど来の法律改正も含めて適正に使用いただければ、

基本的に食品として問題はないという形で手続き、その他、整理をされてい

ますので、基本的にかけることはマイナスであるというのも、そこまでの認

識で今の法体系、あるいは管理体制がなっているとは、実は思わない部分も



ございます。  

 また、お米を安定的に、やはり全体量は減らすにしても個別の経営として

は安定的な収益、あるいは品質管理ということは必要になりますので、その

ための資材としてやはり農薬、農家の方々も欠かせない資材だというふうに

考えられているというふうに認識しております。  

○山本分科会長 それでは消費・安全局長からのコメントをお願いいたしま

す。  

○消費・安全局長 少し補足をさせていただきます。  

 実は前職が食糧庁の次長でおりまして、米政策改革に昨年従事をしており

ましたので、申し上げます。今回の米政策改革の一番のポイントは、需要を

きちっとつかんで需要に応じた生産をしていくということが大事ですという

ことであります。その一つとして需要に応じた生産ですから、現在潜在的な

生産力が相当需要量を上回っているというそういう現状をかんがみますと、

生産調整をしていくということが大事ということなわけです。  

 その際に農薬の使用云々ということでありますが、需要の中には確かに農

薬を全く使わないとか、あるいは通常の慣行的な生産に比べると相当少なく

する。そういうお米について消費者の人がそれを欲しいというのも現にござ

いますから、それは今回の生産調整のやり方としてそういった有機の生産、

あるいは減農薬の生産によって単位面積当たりの収量が減っても、かつては

生産調整の米をつくらない面積をずっと配分していましたけれども、今度は

そうではなくて量でもって、ことしはどれだけつくりましょうということで

やるので、むしろそういう生産現場での取組がしやすくなるはずだと、そう

いう形で仕組みも変えたわけでございます。  

 需給調整は大事だということはその通りでございます。その際に農薬はむ

しろ、今、課長の方から申し上げましたように、病害虫が出たときに大きく

減収したりする、そういうところをコントロールするための手法というふう

にむしろ考えていただいて、やはり農薬の使用自体は必要なところでやって

いかざるを得ないというふうに思っております。  

 そうでない需要がある、そこに対する対応というのは今回の仕組みでむし

ろ現場では対応しやすくなったのではないかというふうに思っております。  

○山本分科会長 それでは、ほかの委員からもご意見、ご質問ございますで

しょうか。  

 どうぞ、伊東委員。  

○伊東委員 良い機会ですから質問させていただきたいと思うのですが、食

品の安全を考えた場合、農薬は非常に重要なポイントになってくると思うの

ですけれども、農薬の残留基準が、例えば野菜ですと品目によって全然違い

ます。これは、消費量とか１回当たりにどれぐらい食べるとか、いろいろな

ことを検討した上で決められると聞いているので、それはそれで一つ論理的

であると思います。  

 ただ、農薬を使う立場の人たちが、そういうことをお考えになって使って

おられるのか。通常農薬は、どの野菜に使うときも同程度の濃度で使われる

のではないかと思うんです。野菜ごとに農薬を使う時期が違うから、結果と



して収穫するときの残留量が違うのかもしれませんが、野菜によって残留基

準が違うのであれば野菜の種類ごとの使用方法などを含めて細かく指導して

いかないと、残留基準をオーバーした野菜が市場に出回ることになるのでは

ないでしょうか。そういうことを非常に心配しているわけです。  

 今まで加工品には農薬の残留基準がありませんでしたけれども、今後のこ

とを考えますと当然加工食品中の農薬も管理していかなければならないと考

えています。そうしますと、先ほどもありましたけれども、原料段階での残

留農薬がしっかりと管理できているものでないと、なかなか難しくなってく

るんですね。きょうは農水省さん、厚生労働省さん、出席されていますの

で、農薬の残留基準が、どういう方法で決められているのを参考までに教え

ていただければと質問させていただきました。  

○山本分科会長 それでは、ご質問いろいろおありだと思いますので、後で

まとめてお答えいただくという形に今後はさせていただくということで、ほ

かの委員からもご意見、ご質問を最初に承りたいと思います。いかがでしょ

うか。  

 伊藤委員。  

○伊藤委員 ただいまの残留農薬基準とも関連するのですが、一つ質問かた

がた意見ということでございます。工程表の中の２ページのところにモニタ

リングで残留農薬に関してモニタリングをして違反があるとという、こうい

う表現ですが、私は知識が十分でないのですが、このときの残留農薬につい

ての違反という意味は、登録されてないものが使われていたと、こういう意

味と理解してよろしいのでしょうかということです。  

 残留基準に違反しているということだったら、厚労省になるのかなと思っ

たり。そのことが第一点ですが。  

 その質問に基づいて、もしそうであるとすれば、ここで厚生労働省と情報

提供するというふうにあるのですが、先ほど吉岡さんのご説明でもやはりモ

ニタリングをして農薬の基準の違反があったときにはという表現があったの

ですが、こちらで登録のモニタリングをして、こちらで基準のあるものの検

査をしてと、モニタリングしてというのは、一般的に見ると随分効率として

は悪いのではないかなというふうに私自身は思うのですが、そのあたりはど

うなのでしょうかということが第１点でございます。  

 それと、直接は関係ないのかもしれませんが、先ほど吉岡さんのご説明で

１ページのところで、予防的観点というふうなご説明がありましたけれど

も、一つ私が危惧しておりますのは、消費者がいわゆる使う予防的観点とい

うのと、それから厚労省で吉岡さんたちがお使いになるという予防的観点と

いう言葉の多分中味というものは随分違うと思うのですね。これからはさま

ざまな話し合いをしていく上で、そういうすれ違いというのはとても不幸な

論議を生むと思いますので、この中味は一体何なのかというのをはっきりさ

せた上で、これからは話し合いみたいなものが行われる方が望ましいのかな

と。少し今日の論議とは違うと思いますが、後半はそういうことでございま

す。  

 以上です。  



○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 ほかの委員でご意見、ご質問のおありの方はいらっしゃいますか。  

 どうぞ、神田委員。  

○神田委員 私は個々の問題もありますけれども、きょうはそれはちょっと

置いておきまして、先ほどたくさん説明をしていただきましたこの大綱に沿

ってこれからいろいろ進められていくということについて、少し意見という

か質問も含めてお話しさせていただきたいと思います。  

 この大綱の中味につきましては、消費者の視点に立ってとかリスクコミュ

ニケーションの中で出てきた意見をその施策に生かすというような形で、非

常にいいものができているなというふうに私自身は思っておりますけれど

も、ただこれをどうこれから進めていくかというところでいつも意見を申し

上げているわけですけれども。  

 生産者、あるいは事業者の方たちが、この問題についてこういった方向に

ついてどれだけ認識していらっしゃるのかということについて少し懸念をし

ているものですから、これからそれは徐々に進めていく問題であろうかと思

いますけれども、工程表を見ましてもそういった実際にやっていかれる生産

者や事業者の方たちの、あるいはもしかしたらこの行政の職員の皆様も含め

て、意識改革というのでしょうか、そういうところが少し見えないものです

から心配になっておりまして。この中でも産地におけるリスク管理を自主的

にしてもらうというようなこともありますけれども、私、今のままですと本

当にリスク管理ができるのかどうかというふうに非常に思っておりまして、

なぜそんなことを言いますかと言いますと、どうしても長崎のトラフグの問

題が頭にすぐ浮かぶわけですね。あれは非常に私は、今回消費者の選ぶ術も

ないまま出荷をするというふうに認めたということについては、非常に不満

といいますか遺憾に思っているわけです。出荷するかしないかは、そこで決

めることではありますけれども、こういったいわくつきのものにつきまして

は、そのものが安全であるかどうかということだけではなくて、そういった

ものについては買いたくない消費者もいるわけで、それを情報を提供する、

表示をちゃんとできるということで、私たちが選ぶ術がない限りは出荷して

ほしくないということも申し上げたのですけれども、そういうふうにはなら

なかったと。  

 それから，長崎のところでもそういった消費者、生産者、学識経験者を交

えた委員会をやっておりまして、そこでも私が今申し上げましたような出荷

は無理なのではないか、今のままでは無理なのではないかというような結論

だったのにも関わらず、出荷ということを決めているということは、委員会

の意見を尊重されていないということですよね。  

 そういったことで、非常にこれから進めていくのでまだ慣れていないとい

うこともあるかもしれませんが、非常にそういった進めるところについてこ

この大綱ではこういうことを言っているのですけれども、実際の現場ではそ

ういうものもあるということで心配になっています。その辺をどういうふう

に考えていらっしゃるのかなと。これから、どういうふうにそういった意識

改革というところを進めていくのかなということと、ホルマリンの例で申し



上げますと、例えば81年から使ってはいけないというふうな指導があったわ

けですけれども、ときどきに徹底指導をしてきたというふうに言っておりま

すが、でも使ってきてしまった。それが見抜けなかったということについ

て、行政の方でもどういうふうに受け止めていらっしゃるのか。今後、その

辺がどういうふうに私たちが安心していられるのかということで、具体的な

そういったチェックの仕方と言ったら変ですが、徹底指導と言ったときに何

をもって徹底指導と言うのかというようなことも含めまして疑問に思います

ので、そういったことについてもお答えいただければと思います。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 ほかのご発言のご希望はございますか。  

 どうぞ、中村委員。  

○中村委員 中村です。今おっしゃったことと関連するのでお聞かせいただ

きたいというか、１つ簡単な質問と１つ要望を差し上げたいと思うのです

が。  

 質問は、この資料の４－２の工程表の２ページにあります輸入食品の安全

の確保というところの補足でお伺いしたいのですけれども、今、輸入される

食品に対する残留農薬等々を含めた添加物を含めたところがかなり昔から問

題になっているのですが、そういうことを海外と協議をする場がどういうも

のがあるのかどうか、補足的にご説明いただければ助かります。国内ではな

くて、国外との協議をする場がどういうものがあるかということ。それは、

質問です。  

 それから、もう１つ要望というのは、先ほど安髙委員、伊東委員もおっし

ゃったのですけれども、確かに生産者側が信頼できる規制のあり方とか指導

のあり方というのは、非常に重要なことなのですが、そこで忘れてならない

のは消費者の安心をするためのどういう規制があるのか、どういう指導があ

るのかということを、ぜひお忘れにならないようにいていただきたいと重ね

て強調したいと思うのですが、先ほど農水省、あるいは厚生労働省の方々の

ご説明では、非常に消費者サイドに立ったいろんな食品安全行政ということ

が行われる。体制は確かに整っているのですが、これらか実際いかにこれを

実質的にやっていくかということは非常に重要なことだと思いますので、ぜ

ひ消費者のサイドに立った、視点に立った指導、監視、強化、指導というも

のをぜひ徹底していただきたいということがあります。  

 その際重要なのは、コミュニケーションの重要性でありまして、我々コミ

ュニケーションというものは単に一方通行的に情報が流れるということでは

なくて、必ず情報を受けている人たちの納得があって初めてコミュニケーシ

ョンが成立すると我々は考えておりますので、ぜひ食品を食べる側、使う側

の納得のいく情報公開、リスクコミュニケーションというものがあってしか

るべきだと考えています。ぜひ、それは徹底していきたい。これは要望です

のでお願いいたします。  

○山本分科会長 ありがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。  

○新山委員 特に政策大綱に関連して４点ほど主に意見になるかと思います



が申し上げたいと思います。  

 まず１つは輸入農産物、輸入食品ですけれども、今、中村委員が海外との

協議についてご質問がありましたけれども、それだけでなく、原産国での取

扱いのチェックということについてもお聞きしたいと思います。これは特に

ＥＵやアメリカなどは原産国の農産物の栽培管理や処理の管理などについて

非常に厳しいチェックをしておりますけれども、日本はこの原産国へのチェ

ック体制に現在どういうふうに臨んでおられるのか。この強化が必要だと思

いますけれども、それをどういうふうに考えておられるのかが第１点です。  

 それから２点目は、特に農場から食卓まで一貫した安全確保と言われてい

る中で流通処理段階のことについてです。そこで農水省と厚労省の機能分

担、役割分担と連携がどのように確保されるのかということについてです。

ご承知のとおり食品事故の多くを占めるものが食中毒事故ですけれども、こ

れは大半やはり処理・加工・流通過程で起こっております。ということにな

りますと、その処理・加工・流通を担う事業者の安全確保体制ということが

極めて重要な問題になりますけれども、ここのところに厚労省と農水省、そ

れぞれどういうふうにタッチをしていかれるのかということ。それぞれ別々

にＨＡＣＣＰをめぐっての取組などが盛られておりますけれども、もっと強

い連携を持たないと、現在のＨＡＣＣＰの、そしてその安全対策に対して、

現在はＨＡＣＣＰの導入指導ということが中心になっておりますけれども、

そういうことも含めてもっと強い連携と踏み込みをしないと十分ではないの

ではないかということがあります。  

 それから３点目ですが、危機管理についてです、これは、これまでまだ日

本ではこの問題についての体制整備が十分でなくこれからの課題だと思いま

すし、そういう点できわめて大事だと思います。マニュアルの作成が工程表

に盛られているということについては大変期待をするところなのですが、こ

れにつきましては、やはり厚労省とマニュアルの作成自体を私は厚労省と合

同でやることが必要なのではないかと思います。単に連絡網をつくるという

ことだけではなく、実際、緊急事態が起こっているときには人間の健康に被

害が生じているということになりますので、人間の健康に対する対策をどう

するのか。医療関係、それから保健所体制とも連携した緊急事態対策が必要

ですので、そういう点では必ず合同でつくらないと十分な対応ができないの

ではないかと思います。  

 それから４点目ですが、４点目はトレーサビリティシステムに関してで

す。これは、先ほど最初に安髙委員からちょっとコメントがございました

が、そこから少し触れさせていただきますと、ＢＳＥに関連して消費者の牛

肉消費が非常に落ちて、その回復が可能になったのはトレーサビリティでは

なく全頭検査だというふうにおっしゃいましたけれども、これについては私

はちょっと異論がありまして。また、先ほど農水大臣に提出されました食肉

流通問題検討委員会報告書でも、そのあたりをめぐってかなり議論がなされ

た内容が紹介されておりますが、本来的には全頭検査をして危険なものが除

去されますと、そこで安全性は高いレベルで確保されるわけですけれども、

やはり消費者の信頼を回復するという点ではそれだけでは実際に回復できな



かった。そのために、買い上げ事業が行われたりもしましたし、またトレー

サビリティの導入はずっと後になってまだこれからですけれども、いち早く

トレーサビリティの導入に関わって検討が始まったということがやはり大き

な影響を与えたのではないかと思っております。  

 それから、そのときにトレーサビリティが信頼回復に役立ったのは、１つ

は経路の透明性の確保ですし、もう１つはやはり問題が起こったときの原因

究明やそれから回収に備える体制ができるということであったと思います。

これは実際ＢＳＥに関連してヨーロッパでも検査を漏れた肉が小売店で販売

された事故がありましたし、そのときに回収体制が整備されていたというこ

とは消費者の信頼を確保する上で非常に大きかったと言われています。  

 それから、それとは少し違う局面になりますけれども、トレーサビリティ

の位置づけについて大綱での取り上げ方について少しご意見を申し上げたい

と思います。大綱ではトレーサビリティは安全のところに全部入っているの

ですね。資料４－１の大綱では23ページから消費者の安心、信頼の確保とい

うことで項が始まっていまして、24ページにトレーサビリティシステム導入

普及というふうにあります。これは多分トレーサビリティについてどこか１

カ所でまとめて書くという必要があったためにここに入れられていて、実際

内容的にはきちんと位置づけられているとは思いますが、この安心のところ

に全部入れてしまいますとかなり誤解が生まれるのではないかと思うのです

ね。つまりトレーサビリティの役割はその安心のためだけだというふうに、

これはもう既にそういう誤解が一人歩きしているところがあります。実際に

非常に多額の予算も投入されていますけれども、それは安心の確保のためも

ありますけれども、リスク管理の手段として機能するという点が非常に大き

いというふうに理解をしています。  

 その点は確かに大綱の中にもきちんと書き入れられていることで、それを

もう少し外から見てわかるようにしていただいた方がいいと思います。実

際、企業が現在トレーサビリティを導入している例を拝見しましても、多く

はこれからの課題にもなると思うのですが、ＨＡＣＣＰと組み合わせる形で

ロット単位で食品の安全確保を図っていくということに用いられております

し、あわせて出荷したものの事故が起こったときの回収措置を講じる、ある

いは原因究明を行うということにも企業は大きな役割を置いています。  

 これらの点が、企業が導入していく上でも中心的な課題になっております

ので、そこを明確に位置づけられるような表現にしていただくと、トレーサ

ビリティの役割についてより理解が進むのではないかと思っております。  

 以上です。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 ほかにご発言はございますでしょうか。  

 どうぞ、田嶼委員。  

○田嶼委員 拝見しまして一国民としても大変信頼感のおけるものをおつく

りいただいたと思って感謝しております。しかし、この視点が、しかしと言

うほど強くはないのですけれども、消費者のための安心と信頼を担保すると

いうことに非常に大きな力点が置かれていて、これはもう当然のことだと思



いますけれども、同時に政策大綱の３番目にあります資料４－１ですけれど

も、その３点目にある「生産事業者による安全・安心な食品供給の促進」

が、どのくらい明確にこの工程の中に入っているのかというところが少し見

えづらいような気がいたしました。やはり生産者、事業者の意識改革ととも

に、つくってくださる方の生活も守るといいますか、そういう視点がなけれ

ばこの全体のスキームがうまく動かないということが起こってくるのではな

いかという気がいたします。  

 特に私も一番最初にご発言になりました安髙委員のご発言、ＢＳＥに関し

まして全頭検査の方がトレーサビリティの確立よりも有効であったという、

それは審議会でのご意見だったそうでありまして、それに関しましては安髙

委員と同じ意見であります。欧米の様子を見ましてもやはりトレーサビリテ

ィがいかに消費者の安全につながっているかということが証明といいます

か、言われているようであります。全頭検査は手間もお金もかかるわけです

し、ドラマティックに全部やっているんだよというふうなことを示すこと

は、一時的な安心にはつながっても長期的にわたる消費者の信頼を取り戻す

ということにはつながらないのではないかという気がいたします。  

 そしてもう１つ、細かいことになりますけれども、この件に関しまして資

料４－２の工程表を拝見しますと、３ページ目に表示の適正化という項目が

ございます。これも消費者にとっては大変気になるところでありまして重要

なところでありますが、ここに突然ウナギの加工品のという項目が出てくる

んですね。これは恐らく熟考された上でこういう品目が上がってきたのかと

思いますけれども、このような品目につきましてもどういう基準によってど

のように選ばれたのかというふうなことがわかりませんと、いろいろな思惑

といいますか、懸念といいますか、そういうふうなことを呼ぶことになりは

しないかという気がいたします。この件に関しまして全く私は知識がありま

せんので的を外れた発言かもしれませんけれども、そのようなことを感じま

した。  

 以上でございます。  

○山本分科会長 ほかにご発言はございますか。  

 どうぞ、大木委員。  

○大木委員 私も今回の施策は信頼の持てるものだというふうには思うので

すけれども、ぜひこれを実行していただきたいと思いますけれども、この資

料４－２のところで、生産者に対して生産資材、これを適正に使っているか

どうかというのを随時厳しくチェックをしていくということ、これは非常に

いいことだとは思うのですけれども、町で八百屋さんとかを見ると非常に立

派なものばっかりが出ていますよね。それで、果たして生産者は決められた

ものできちんと守って安全なものを提供したいという意識でやっていたとし

ても、今まで以上にそういう意識を持ったとしても、例えばそれを生産した

ものを買う側というのは流通でしょうか。そこが、「いやあ、こんな見栄え

のしないものだったら、これを使えばもっといいものができるのではない

か。ちょっと使っていいものを出してくださいよ」というふうに、もしもそ

ういうことがあるかどうかわからないのですけれども、そういう言葉があっ



た場合、生産者だけのチェックだけのものなのか、それとも流通にもそうい

う意識をちゃんと持ってそうではないんですよということをきちんとここで

言ってもらえるのかどうか。  

 そうでないと、生産者だけが責任を持ってというか、流通の人は責める一

方というふうになってしまうようなことも起きはしないかという本当に素朴

な質問で、こういうことがあるかどうかもわからないで質問をさせていただ

いているのですけれども、そういう場合の流通に対する監視というのです

か、それから罰則みたいなものというのはどういう感じにこれからなるので

しょうか。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 ほかにご質問、ご意見ございますか。どうぞ。  

○新山委員 すみません。ちょっと一言追加させてください。  

 トレーサビリティについて申し上げた点に関してですが、リスク管理の手

段としての位置づけの明確化ということを申しましたが、それに関連して

は、食品衛生法の改正に実質的にトレーサビリティに当たる事項が盛り込ま

れました。先ほどご説明は省かれましたが。  

 つまり、仕入れ先などの記録措置ということですけれども、それともうま

く連携するような形で取り上げていただくといいますか、表現していただく

ことが大事なのではないかと思います。  

○山本分科会長 それでは、非常に多岐にわたるご質問、あるいはご意見、

ご要望が出されて、私の方も十分整理ができない。私の方から特に整理はい

たしませんので、各事務局サイドにおかれましては、なるべく遺漏ない形で

ご質問に対してお答えいただきたいと思います。  

 まず、恐縮ですが農水省サイドから適宜仕分けをしてご回答いただきたい

と思いますが。  

○消費・安全局長 それでは、消費・安全局長としまして、一応網羅的にな

るべく答弁漏れがないように留意しながら申し上げます。後でまたそれぞれ

の担当課長から専門的なところを補足させますので、よろしくお願い申し上

げます。  

 まず最初に、伊東文佑委員の方から食品メーカーとして原料段階におい

て、つまり生産現場においてきちっと残留農薬等についての守られたものを

しっかりしてほしいとのご要望でございました。  

 私ども生産現場においてきちっと投入資材がルールどおりに使われるよう

にということで、今回の組織改正で地方組織が相当充実をされましたので、

きちっとマニュアルをつくってそういったことが大事だということを、まず

取り締まる前にまずは情報提供して生産者の人たちにも意識をきちっと持っ

てもらった上で、その次にルール違反はルール違反として対処していきたい

というふうに思っております。なかなか、これが生産現場まで意識が浸透す

るのは多少時間がかかるかと思いますけれども、組織改革の目玉であります

のできちんと対応したいというふうに思います。  

 それから、神田委員の方から、意識改革、生産者の方、事業者の方も含め

て意識改革をきちっとしてもらわなければ困ると。それをどういうふうに行



政としても慫慂していくのかというふうなこと。それから、長崎のトラフグ

の例を挙げましてお話がございました。長崎のホルマリンがトラフグに使用

された件につきましては、私ども大変遺憾なことだというふうに思っており

ます。これは水産庁の方が行政を指導したというだけではなくて、養殖業者

の団体としても自ら使わないということを決定されていた。それにも関わら

ず生産現場で相当数のホルマリンが使われていたということでありますの

で、今回、長崎県においては一定の措置をした。つまり、ほかの使用された

ものと使用されないものを区別するようなそういう個体識別の措置をとった

上で、出荷停止を解除するというふうなことが決定をされましたけれども、

まず第一に私どもはやはりここは消費者の人たちの信頼を裏切ったというこ

とが現にあるわけですから、それは大変残念なことだというふうに思ってお

ります。  

 また、これから、消費者の安心と信頼をできるだけ損なわないように、そ

れから、実際にルールとして自分たちで決めたことを守っておられたトラフ

グ業者の方への風評被害など不当な不利益が生じないようにというふうなこ

とを含めまして、万全の措置を現地においてとっていただく必要があるとい

うふうに思っております。  

 意識改革は、これは一つの例でありますけれども、今回の組織改革が本当

に実を結ぶかどうかということは、一つは消費者の人たち、国民の方々から

我々の組織が所期の目的どおり機能しているという、そういう評価をいただ

くことだというふうに思っております。７月１日に私もこのポストに就きま

したけれども、職員を集めて最初のあいさつで申し上げたことは、第一のポ

イントは、消費者の人たちがどう考えるかということを政策判断の基準にし

てほしい。迷うことがあったら、それは原点に戻れと。原点いうのは今回の

組織のポイントは、消費者の視点に立って国民の健康保護を第一にしていく

ということなので、そこに戻って物事を考えるようにということも徹底して

やるように指示をいたしました。  

 心構えとしては私どもこの意識が職員の隅々まで伝わったというふうに、

あるいはこれからも繰り返し機会があるごとにそういうことを常に頭の中に

置いて仕事をするようにというふうにしていかなくてはいけないと思ってお

りますが、どれだけ気持ちがこもっているかは言葉で言うよりも見ていただ

くしかもうないと思いますので、これ以上申し上げません。私としては、今

回の組織改革のポイントはそこにあるというふうに思って、それだけ申し上

げさせていただきたいと思います。  

 それから，中村委員の方から、海外輸入食品の安全確保との関係で、海外

との協議の場があるかどうか。これはむしろ食品として輸入される場合は厚

生労働省さんの方かと思いますけれども、私どもの知り得る範囲で申し上げ

ますと、１つは世界的には食品添加物とか残留農薬の基準とかの動きという

のは、コーデックスの基準というのがだんだんとグローバルスタンダードに

なりつつある。もちろんそれぞれの主権国家として国内の基準が別途定めら

れている場合も多いわけでありますけれども、世の中の動き、世界的なコー

デックスの動きがどうなっているかということを常に留意をしながら対応し



ていくということが基本ではないかというふうに思います。  

 それから、これまで情報収集が必ずしも十分でありませんでしたので、

我々の政府組織のカウンターパート、それぞれの国の役所なりがどういう情

報を発信しているかというようなことには、今回組織の中で国際室というも

のも消費・安全政策課の中に設けておりますが、情報収集がまず第一歩であ

りますので注意をしていきたいというふうに思います。  

 それから、新山委員の方から幾つかの点がございます。最初のポイントと

して原産国での取扱い、相手の国でのチェック体制はどうなっているかとい

うことでありますが、輸入する農産物について相手の国でどういう生産過程

でどういうものが使われているかということは情報収集としてやることはぜ

ひ努力をしていきたいというふうに思っておりますけれども、そこを越えて

こういうふうにすべきだというところまで相手方の国内の政策にいろいろ言

うというのは、これは主権国家として問題があるかというふうに思います。

むしろどういうことが使われているかというのは情報はちゃんと取る。それ

から日本に入るかどうかという点でいけば、それは日本の国内のルールでも

って水際でチェックをしていくということが、その次に取られるべきもので

はないかなというふうに思います。もし、私の理解が違っておりましたら後

でご意見いただければと思います。  

 ２点目の連携確保、特に処理なり流通段階で、その単にＨＡＣＣＰとかと

いうことだけではなくて、もう少しいろいろなことを厚生労働省と連携して

やるべきではないかというご意見でございました。私ども具体的に何をとい

うところまで思い至りませんので、むしろ具体的なご提案をぜひお聞かせい

ただきたい。この場でなくても結構ですがお聞かせいただきたいというふう

に思います。  

 総論としましては、今回地方組織が充実しましたので、県でありますと県

の中の保健衛生部局、それから保健所などとも私どもの地方農政事務所、ぜ

ひこちらから出向いていっていろんな日常の業務について漏れがないよう

に、また連携できるように、こちらから出向いてきちっとした連携体制を取

るようにという指示はいたしております。  

 危機管理について、危機管理のためのいろんなマニュアルづくり等におい

て厚生労働省と連携等の作業すべきだというのは仰せのとおりかと思いま

す。できるだけそのように厚生労働省とも相談をしながらやっていきたいと

いうふうに思います。  

 田嶼委員の方からいろんなご意見をいただいた中で、一つ個別具体的に表

示の適正化の中でウナギについて云々というのがございました。これは実は

表示のチェックを周年的に現場でやらせているわけです。ただ、そういう通

常のルーティンのチェックのほかに、季節的に例えばウナギですと夏の土用

の丑の日の前後に消費がふえるものですから、言葉が適切かどうかは別とし

まして話題性というか、その時期に消費が伸びるようなものについて、ある

いは消費者の方々も関心が高いものについてきちっとやっていますよという

ことをやるために、特別調査として今回７月から私どもの組織は発足しまし

たので、ウナギを取り上げて特別の調査をしたということであります。これ



は何もウナギだけを狙ったわけではございません。季節、季節において必要

なものを重点的にやっていきたいというふうに思っております。  

 それから、大木委員から、この農薬の使用等について流通業者の人たちも

きちっと意識改革をするようにというふうなご意見でございました。農薬取

締法上、そういったそそのかしという言葉が適切かどうか知りません。何か

をルール違反のことを強要することをとらえて即罰則というのはないかと思

いますけれども、そういうことがあれば、むしろ消費者の人たちが求めてい

るものにきちっと生産がこたえていくというのが、長い目で見てビジネスと

しても安定的に発展をすることだと、目先のことだけではないということは

折に触れて意識改革をするように情報提供なり私どももいろんな場で意見交

換をする際に申し上げたいと思いますし、ぜひ消費者の方々からもそういう

ことを情報発信をしていただく。役所が言うよりもむしろ消費者の方々がこ

ういうことを本当に望んでいるんだということもまた言っていただければと

いうふうに思います。  

 駆け足で申し上げましたので、少し飛ばしたところがあるかと思いますけ

れども、またもし抜けておりましたら後でご説明をさせていただきます。  

○山本分科会長 局長の方から大分、ほぼ各論点につきましてご回答があっ

たと思いますが、農水省サイドでなお補足がございましたらお願いいたしま

す。  

○消費・安全局審議官 トレーサビリティとか残留農薬のモニタリング調査

につきまして、お答えさせていただきます。  

 まずトレーサビリティにつきまして、新山委員から大綱での位置づけにつ

きましてご意見がございました。実は大綱を検討する過程で、トレーサビリ

ティをどう位置づけるかというのはいろいろ議論いたしました。ただ、トレ

ーサビリティにつきましては、おっしゃられるように問題が起きたときに回

収したり原因究明ができるという意味で、リスク管理として非常に有効な手

段であるということは大事な点だと思っているのですが、一方でトレーサビ

リティを導入しさえすれば安全性が確保できるという考え方も結構広がって

いるものですから、むしろそういう形で誤解をされるのも問題ではないかと

いうことで、重複して記載しないため、安心の方に位置づけ、内容の説明と

してリスク管理の手法として非常に大事なものだということをしっかり書い

たわけでございます。  

 また、トレーサビリティをどういうふうに進めるか、あるいはどういう内

容にしていくのかというのは、現在いろんな品目ごとにどう進めるかという

ことは、事業者の方でいろいろ実証事業をしていただいたり、あるいは昨年

度もそうでございますけれども、農林水産省としてガイドラインの検討をし

ていただいたというような、ガイドラインを策定したりという形で進めてい

るわけでございますが、安髙委員がおっしゃられましたように、どういう仕

組みがいいのか、あるいはどういう情報を、例えば消費者に伝えるのがいい

のかといったようなことにつきましては、この工程表の３ページのトレーサ

ビリティのところに書いてございますけれども、関係者の方からいろいろ意

見を聞いたり、あるいは実態調査などもしながらよりいい形で進められるよ



うにしていきたいというふうに考えているところでございます。  

 それから、残留農薬の関係のモニタリングの件でございます。２ページ目

に輸入食品の安全の確保のところでモニタリング調査のことが載っておりま

して、これにつきまして厚生労働省との関係などにつきましてのご質問がご

ざいました。実は食品についての残留農薬基準がクリアーされているかどう

かにつきましては、厚生労働省の問題でございます。ただ、農林水産省とし

ましても事業者の方が、原料として使う場合にどういう農薬が残留している

のかというようなことを全部チェックするのは大変でございますので、比較

的国内で使われている農薬、あるいは日本で登録されていなくても海外で結

構使われているような農薬につきまして、独立行政法人消費技術センターで

検査をしてもらい、その結果を公表することによりまして、輸入業者あるい

は事業者の方が使うときに使いやすいように、あるいは消費者の方に安心し

ていただくということも含めましてモニタリング調査をしております。そし

て、万が一、残留農薬基準をオーバーしたものが出てきたものにつきまして

は、直ちに厚生労働省にご連絡をしまして必要な措置をとっていただくとい

うことにしているところでございます。  

○山本分科会長 では、簡潔にお願いいたします。  

○消費・安全局参事官 ただいまご説明ありました残留基準のつくり方なり

なんなりでございますけれども、これは厚生労働省からもご説明あるかと思

いますが、やはり農薬をきちんと使うために実際に現場で農家がまく条件、

これでもってきちんと使えないといけない。要するに1週間前までなら大丈

夫だけど、実際、農家の気持ちとしては連日収穫するので毎日使えるような

登録をしてほしいと。そういうようなものである場合には、使いにくいよう

な形の登録というのは通常はやらないように、それは、農薬検査所の検査な

り何なりの中でやっているわけです。  

 ですから、極端なことを申しますと、通常の使用方法で使って、それでも

って残留基準をオーバーしないような形で考えていくというのが基本ですの

で、厚生労働省が市場から抜いているもので見たときに、登録された農薬に

ついて見ると違反率が極めて低いというのは、基本的には農家が通常のやり

方でまいた場合には違反にならないような形でできるだけ登録をするとい

う、それが基本にあるからでございます。  

 昨年来問題になりましたようなものは、そもそも無登録のものが問題にな

っているわけですから、そのことの使用自体で直ちに違法でございますの

で、通常の農薬を使用している場合の場面とはちょっと問題が異なるという

ことでございます。もちろん、今後も先ほど安髙委員からもお話があったよ

うな登録のやり方の工夫とかそういうものは今後も必要であるということは

ご指摘のとおりです。  

 以上です。  

○山本分科会長 それでは、引き続き厚生労働省側からも回答、あるいはコ

メントをお願いしたいと思います。時間がかなり限られていますので、恐縮

ですが簡潔にお願いいたします。  

○食品安全部企画情報課長 なるべく重複しないようにご説明いたします。



伊東委員から予防的な観点という言葉で、消費者団体と厚生労働省との間で

認識のギャップがないかどうかというのがございました。  

 今回、法律改正に当たりまして予防という言葉を使うかどうかはいろいろ

な議論をいたしました。よくいわれますＥＵ規則に予防原則と書いてあるも

のは、必ずしも概念がはっきりしないということがわかったわけで、いろい

ろなデータがそろっていれば今回導入しましたように、例えば健康食品につ

いても被害の発生が非常に濃厚であるという場合には事前の販売禁止という

措置も含みますし、それに至らないけれども情報提供は必要だという場合に

は、これは法外の措置として昨年来お断りした上で、つまり科学的因果関係

がはっきりしていないという前提ではあるけれども、医療機関からこういう

報告があったという形で、数日前にもアマメシバという健康食品の一種につ

きましてそういう対応をしております。いろいろな対応があるということ

で、今回法律には一義的には入れておりませんが、予防の考え方について、

私は消費者団体と国との間で認識にギャップはないと考えております。  

 ただ、いろんなやり方がございますので、リスクコミュニケーションの一

環としていろいろ工夫をしていきたいと考えております。  

 それから、中村委員からございました海外との間で輸入食品の残留農薬に

ついて協議の場があるかというご質問ですが、私どもＥＵ、アメリカとは毎

年いろいろな事項について話し合う機会、日本からも輸出も含めましていろ

いろな話合いの機会を持っております。  

 また個別には昨年の中国産の冷凍ホウレンソウの問題がありましたよう

に、今回、包括的な輸入禁止措置を、食品衛生法の改正により導入いたしま

したので、それに基づきまして原産地であります中国等の衛生管理体制につ

きましては、これは２国間の協議の場として、局長クラスで既に数回持って

おります。何か問題が起きれば２国間でも協議をする姿勢を持っているとこ

ろでございます。  

 それから、新山委員からのご質問ですが、先ほどの答とやや重複しますけ

れども、例えば流通段階の農水省と厚生労働省の連携ということがございま

すが、先ほど私触れましたように、各自治体にも食品衛生監視指導計画とい

うのをそれぞれつくっていただく。この中で厚生労働大臣が示す基本指針の

中で生産段階との連携と、各県におきましても農水関係部局、衛生部局がご

ざいますので、計画をつくる段階からどういう形で、例えば食品の検査につ

きましても両部局の対応を組み合わせていくのかという議論はこれから是非

していただきたいと考えております。  

 ＨＡＣＣＰにつきましても、農水省と共管のＨＡＣＣＰ支援法という法律

がございます。承認基準、あるいは承認そのものにつきましては厚生労働省

の所管でございますけれども、実際にきちんとしたシステムをどんどん入れ

ていただくという方向性につきましては、農水省ともこれまで以上に協力を

していきたいというふうに考えております。  

 最後に、新山委員からご質問ありました、食品衛生法にも一部入れました

トレーサビリティですが、これは各事業者に、残念ながら法律上の義務まで

至っておりませんが、努力義務という形で、できるだけ流通の各段階で記録



を保存していただく。そういたしますと、万が一、食中毒事故等起きた場合

には行政の求めに応じまして、任意ではございますけれども、関係の記録を

提出していただきますと、できるだけフードチェーンの川上の段階で原因が

明らかになることにより被害の拡大等が防止できると考えております。  

 それから、危機管理の問題では、全般的な食にまつわる危機管理の方針

は、食品安全委員会が決めることと承知しております。また、個別の、特に

食中毒の発生は初動体制が大変重要でございます。まず、原因が何かという

こととか、あるいは当面患者が発生した場合の医療体制の確保、こういうも

のは従来から厚生労働省として食中毒危機管理マニュアルは持っております

が、今回、食の安全行政で各省の連携強化が求めれられており、例えば農水

省さんのマニュアルとの連携ということにもこれから意を用いていきたいと

考えております。 以上でございます。  

○山本分科会長 どうもありがとうございました。  

 まだ、ご発言のご希望もおありと思いますけれども予定の時間がまいりま

したので、次回にさらにご発言いただくということで、本日はお許しいただ

きたいと思います。  

 最後の議題といたしまして、今後の分科会の運営につきまして事務局の方

から案をお示しいただきたいと思います。  

○消費・政策安全課長 それでは、分科会及び家畜衛生部会の審議スケジュ

ールにつきましては次のように考えております。  

 まず本日、第１回消費・安全分科会におきまして家畜衛生部会設置のご了

承が得られましたことから、９月中を目途に第１回の家畜衛生部会を開催い

たしまして、必要に応じましてこの部会内にさらに専門的な各疾病別の小委

員会などを設けまして、専門的事項について調査・ご審議いただこうと思っ

ております。  

 また、第２回の消費・安全分科会を、年度内に時期を見て開催いたしまし

て、先ほども出ておりましたが、部会からのご報告等いただいてはどうかと

考えているところでございます。このほか委員の皆様方には、今後、関係資

料等を提供したいと考えているところでございます。  

 事務局の希望としては以上でございます。  

○山本分科会長 審議のスケジュールにつきましての事務局案につきまし

て、そのようなスケジュールでよろしいかどうか、お諮りしたいと思います

が、いかがでしょうか。  

 特にご異議がないようですので、そういうことにさせていただきたいと思

います。  

 ただいまの案にございましたように、第２回の消費・安全分科会につきま

しては、開催時期は年度内に時期を見て行うということでございましたの

で、日程につきましては、その際に改めて調整させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。  

 それでは、本日は時間を超過してご熱心に討議していただきまして、大変

ありがとうございました。これにて閉会とさせていただきます。  

   


